
8－広報つくばみらい7月号（No.52）－

父
子
家
庭
の
方
に
も

児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す

　

平
成
22
年
８
月
１
日
か
ら
、
父
子

家
庭
の
方
に
も
児
童
扶
養
手
当
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
と
は
、
離
婚
・
死

亡
・
遺
棄
な
ど
の
理
由
で
、
父
親
ま

た
は
母
親
と
生
計
を
と
も
に
し
て
い

な
い
児
童
の
健
や
か
な
成
長
と
生
活

の
安
定
、
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の

手
当
で
す
。

　

こ
の
手
当
は
、
申
請
し
な
け
れ
ば

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

◆
父
子
家
庭
の
支
給
要
件

　

次
の
１
〜
８
の
い
ず
れ
か
に
当

て
は
ま
る
児
童
（
18
歳
の
年
度
末
、

ま
た
は
20
歳
未
満
で
政
令
の
定
め
る

程
度
の
障
が
い
の
あ
る
方
）
に
つ
い

て
、
父
が
そ
の
児
童
を
監
護
（
保
護

者
と
し
て
生
活
の
面
倒
を
見
る
こ

と
）
し
、
か
つ
、
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
る
場
合
。

１
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

２
母
が
死
亡
し
た
児
童

３
母
が
重
度
の
障
が
い
の
状
態
に
あ

　

り
、
か
つ
、
母
に
支
給
さ
れ
る
障

　

害
年
金
の
加
算
の
対
象
に
な
っ
て

　

い
な
い
児
童

４
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童

５
母
が
1
年
以
上
遺
棄
（
連
絡
が
と

　

れ
ず
、
児
童
の
養
育
を
放
棄
し
て

　

い
る
こ
と
）
し
て
い
る
児
童

６ 

母
が
1
年
以
上
刑
務
所
な
ど
に
拘

禁
さ
れ
て
い
る
児
童

７
母
が
婚
姻
せ
ず
に
生
ま
れ
た
児
童

８
母
が
児
童
を
妊
娠
し
た
当
時
の
事

　

情
が
不
明
で
あ
る
児
童

※
た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は

手
当
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
父
ま
た
は
児
童
の
住
所
が
日
本
国

　

内
に
な
い
と
き

・
父
ま
た
は
児
童
が
公
的
年
金
を
受

　

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
（
全
額

　

支
給
停
止
の
場
合
を
除
く
）

・
児
童
が
母
の
死
亡
に
つ
い
て
遺
族

　

補
償
な
ど
の
給
付
を
受
け
ら
れ
る
場

　

合
で
、
こ
の
給
付
の
発
生
事
由
か

　

ら
6
年
を
経
過
し
て
い
な
い
と
き

・
母
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
の
加

　

算
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
と
き

・
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
と
き

・
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
と

　

き
（
母
が
重
度
障
が
い
の
場
合
を

　　　児童扶養手当・所得制限限度額表

扶養

人数

受給資格者本人 《扶養義務者》

全部支給

所得制限額

一部支給

所得制限額
所得制限額

０人 19万円未満 192万円未満 236万円未満

１人 57万円未満 230万円未満  274万円未満

２人 95万円未満 268万円未満 312万円未満

３人 133万円未満 306万円未満 350万円未満

４人 171万円未満 344万円未満  388万円未満

５人 209万円未満 382万円未満 426万円未満

※受給資格者本人、配偶者および同居している扶養義
務者（父母、子、祖父母、兄弟など）の前年分（1 ～
6月までの間に請求するときは前々年分）の所得によ
り、その年の8月から翌年7月までの一年分の支給額が
決定されます。所得制限限度額以上であるときは、手
当の支給が制限されます。

　

除
く
）

・
父
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
け
出
を

　

し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係

　

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む

　

に
養
育
さ
れ
て
い
る
と
き

・
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る

　

な
ど
、
父
が
養
育
し
て
い
る
と
認

　

め
ら
れ
な
い
と
き

・
受
給
資
格
者
本
人
・
同
一
住
所
地

　

の
扶
養
義
務
者
（
住
民
票
を
世
帯

　

分
離
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）
の

　

 

所
得
が
、
所
得
制
限
以
上
に
な
る

と
き

◆
手
当
の
支
給

○
支
給
額

【
支
給
対
象
児
童
１
人
の
場
合
】

・
全
部
支
給　

　
　

⇨
月
額
4
万
1
７
２
０
円

・
一
部
支
給
（
所
得
に
よ
り
変
動
）　

　
　

⇨
月
額
4
万
１
７
１
０
円　
　

　
　
　
　
　
　
　

〜
９
８
５
０
円

※
所
得
に
よ
り
全
部
支
給
停
止
も
あ

り
ま
す
。

【
支
給
対
象
児
童
２
人
以
上
の
場
合
】

　

全
部
支
給
・
一
部
支
給
と
も
そ
れ

ぞ
れ
上
記
の
金
額
に
、
第
２
子
に
つ

い
て
は
5
千
円
、
第
３
子
以
降
は
１

人
に
つ
き
3
千
円
を
加
算
し
た
金
額

に
な
り
ま
す
。

◆
受
給
す
る
に
は

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
に
は

市
役
所
児
童
福
祉
課
で
申
請
手
続
き

が
必
要
で
す
。

）
　

申
請
の
時
期
に
つ
い
て
の
取
り
扱

い
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
す
で
に
父
子
家
庭
と
し
て
の
支
給

要
件
に
該
当
し
て
い
る
方
は
、
８

月
１
日
よ
り
前
で
も
申
請
が
で
き
ま

す
。

●
11
月
30
日
ま
で
に
申
請
い
た
だ
く

と
、
次
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

・
平
成
22
年
７
月
31
日
ま
で
に
支
給

　

要
件
に
該
当
し
て
い
る
方

　

→
11
月
30
日
ま
で
に
申
請
を
す
れ

　

ば
、「
８
月
分
」
か
ら
支
給
さ
れ
ま

　

す
。

・
平
成
22
年
８
月
１
日
以
降
、
11
月

　

30
日
ま
で
に
支
給
要
件
に
該
当
し

　

た
方

　

→
11
月
30
日
ま
で
に
申
請
を
す
れ

　

ば
、「
要
件
に
該
当
し
た
日
の
翌
月

　

分
」
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
８
月
～
11
月
分
が
支
給
さ
れ
る
の

は
12
月
で
す
。

●
11
月
30
日
を
過
ぎ
る
と
、「
申
請
の

翌
月
分
」
か
ら
の
支
給
に
な
り
ま
す

の
で
、
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
申
請
手
続
き

　

申
請
に
あ
た
っ
て
は
父
お
よ
び
児

童
の
戸
籍
謄
本
（
抄
本
）
な
ど
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
児
童
福

祉
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

、
　

  

伊
奈
庁
舎
児
童
福
祉
課　

☎
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問




